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１   感染症の予防及びまん延の防⽌のための基本的考え⽅
 （１）⽬的
    本指針の⽬的は、デイサービスビューティフルライフにおける感染症の予防及びまん延の防⽌
   に向けた具体的な取り組みを定めることである。これには、職員、利⽤者の健康と安全の確保が
   含まれる。特に⾼齢者や基礎疾患を持つ利⽤者が多い介護現場において、感染症は深刻な影響を
   及ぼす可能性があるため、適切な予防措置の実施と迅速な対応が必要である。

    本指針は、これらのリスクを最⼩限に抑え、安全な介護環境を提供するための基盤を築くこ
   とを⽬指す。

 （２）感染対策の重要性
     感染症とは、ウイルス、細菌、真菌などの病原体が⼈の体内に⼊り込み、増殖することで発症
   する疾患である。介護保険サービスを利⽤する⾼齢者や基礎疾患を持つ⽅々は、感染への抵抗⼒
   が低下していることが多く、感染症にかかりやすい。また、認知機能の低下により感染対策への
   協⼒が難しい場合もある。
    介護施設や事業所においては、職員を介して感染症が広がるリスクもあるため、予防と早期の
   対応が重要である  。感染症は個⼈の健康だけでなく、施設全体の運営にも影響を及ぼすため、
   その理解と対策は介護現場において必須の事項である。

２   感染防⽌対策委員会その他事業所内の組織について
    感染症の予防と早期発⾒に加え、感染症が発⽣した場合はそのまん延を確実に防⽌するため
  「感染防⽌対策委員会」（以下「委員会」という。）を設置する。
 （１）委員⻑の役割
    委員⻑は事業所のが務め、委員会の運営と指導を担う。
 （２）感染症対策委員会のメンバー
    介護職員、看護師
 （３）開催頻度
    委員会は利⽤者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね６⽉に１回以上、定期的に開催す
   るとともに、感染症が流⾏する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する。
 （４）感染症対策委員会の実施内容
   ①感染症対策マニュアルの作成、⾒直し
   ②感染防⽌対策に関する資料の収集と職員への周知
   ③感染発⽣時は速やかに発⽣の原因を究明し、改善策を⽴案、実⾏し、職員への周知
    徹底を図る。
   ④感染症対策委員会で⽴案された改善策の実施状況を必要に応じて調査し、⾒直しを
    ⾏う。

２   感染症等防⽌対策



 （１）平常時の対応
   ①事業所内の衛⽣管理
    ⽇頃から整理整頓を⼼がけ、換気、清掃、消毒を定期的に⾏い、事業所内の衛⽣管理、
    清潔保持に努める。
   ②職員の標準的な感染対策
    職員は、感染症の予防及びまん延防⽌のため、検温、⼿洗い、⼿指消毒、うがい、勤務
    中のマスクの着⽤を推奨する。
   ③介護職員の感染症対策
     以下の事項について徹底する。
    １）⼿指消毒（⼿洗い、⼿指消毒）
    ２）個⼈防護具（⼿袋、マスク、ガウン、ゴーグル、フェイスシールドなど）の使⽤
    ３）呼吸器衛⽣（咳エチケット）
    ４）環境整備（整理整頓、清掃、感染性廃棄物の処理）
   ④利⽤者の健康管理
    １）利⽤者の既往歴について把握する。
    ２）利⽤者の⽇常を観察し、体調の把握に努める。
    ３）利⽤者の体調、様⼦などを共有する⽅法を構築する。
    ４）利⽤者に対し、感染対策の⽅法を教育、指導する。
    ５）利⽤者の感染対策実施状況を把握し、不⾜している対策を⽀援する。
   ⑤利⽤者の健康管理
    １）感染症の既往歴やワクチン接種状況を把握する。
    ２）職員の体調把握に努める。
    ３）体調不良時の申請について、申請しやすい環境を整える。
    ４）職員へ感染対策の⽅法を教育、指導する。
    ５）職員の感染に対する知識を評価し、不⾜している部分に対し、教育、指導する。
    ６）業務中に感染した場合の⽅針を明確にし、対応について準備する。
   ⑥感染症予防と対策
    １）職員の⼿洗い、うがいを徹底し、必要に応じてマスクを着⽤する。

 また、排泄物、吐しゃ物等を扱う場⾯では細⼼の注意を払い、適切な⽅法で対処す
 る。

    ２）利⽤者の異常の兆候をできるだけ早く発⾒するために、利⽤者の健康状態を常に注
 意深く観察することに留意する。

    ３）⼗分な必要物品を確保し、管理する。

３   感染症等発⽣時の対応について
    感染症が発⽣した場合には、まん延、拡⼤予防のため速やかに対応を取ります。



   ①発⽣状況の把握
    １）感染者及び感染疑い者の状況を把握し、速やかに⽣活相談員に報告したうえで情報
      を共有する。⽣活相談員は従業員に必要に応じて必要な指⽰を⾏うこと。
    ２）事業所全体の感染者及び感染疑い者の感染原因や感染ルート、⾏動の把握など必要

 な情報収集を⾏う。
   ②感染拡⼤の防⽌
    １）感染症等の発⽣⼜はそれが疑われる状況が⽣じたときに利⽤者の状況やそれぞれに

 講じた措置等を記録すること。
    ２）感染者及び感染疑い者の⽀援⽅法を確認する。
    ３）感染状況を本⼈へ説明し、感染対策（マスク着⽤、⼿指衛⽣、⾏動制限など）の協

 ⼒を依頼する。
    ４）感染者及び感染疑い者と接触した関係者（職員、家族など）の体調を確認する。
    ５）ウイルスや細菌に効果的な消毒薬を選定し、消毒を実施する。

４   感染症に関する苦情
    感染症に関する苦情については、その都度、適切に対応する。

5   本指針の閲覧に関する基本⽅針
    本指針は公表し、利⽤者、家族、職員等がいつでも⾃由に閲覧することができる。

（附則）
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